
 現在、介護福祉士を目指す人に対する修学資金の貸付制度が、地方自治体単位（都道府県単位）で

設定されています。 このたび、修学資金貸付制度の改正が行われ、さらに利用しやすい貸付制度となりまし

た。

 この制度を最大限利用すると１年分の学費が免除になります。利用条件など詳しくは、本学アドミッションセ

ンターまでお問い合わせ下さい。

①入学準備金　　　　 　　200,000円（新規）

②卒業時就職準備金　　200,000円（新規）

③貸付月額の増額　　　現行 36,000円 → 　　改正後 50,000円(月額)

④返還免除の期間短縮　現行 ７年間勤務 → 改正後５年間勤務で返還が免除

１.この学費を借りる制度を利用した場合
　入学時20万円+在学中120万円（月額5万円×24ヶ月）+卒業時２０万円＝160万円借りられる！

２.短大でかかる学費（群馬社会福祉大学短期大学部介護福祉学科に入学した場合）
　
１年目：入学金30万円+授業料77万4千円+その他の費用40万1千円＝ 147万5千円（初年度納入金）
２年目：授業料77万4千円+その他の費用40万1千円＝　　　　　　 　　　  117万5千円（２年次納入金）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 合計　265万円（２年間の学費）

3.貸付制度を利用した場合の２年間の学費が半額以下に！
　２年間でかかる学費 265万円 ー 貸付制度 で160万円 ＝ 105万円（２年間の学費が半額以下に！）

4.貸付金の返還免除について

　この貸付制度で借りた160万円は、卒業後に介護施設などに５年間勤務すると免除になります！！


